
＝今回検証条文

章 項目
前文 企画政策課

（目的） 企画政策課
（条例の位置づけ） 企画政策課 総務課

第１号
第２号
第３号
第４号
第１号
第２号 地域福祉課
第３号 企画政策課
第４号
第５号 企画政策課
第６号
第７号 秘書広報課

（個人の尊厳） 地域福祉課
（平和的生存権） 危機管理課 生活安全課

第３章 （環境権） 環境課
（知る権利） 総務課

（個人情報の保護） 総務課
地域福祉課 危機管理課

生活安全課  環境課  総務課
第１項 環境課
第２項 秘書広報課
第３項 財政課 税務課 収納課
第１項
第２項
第１項
第２項
第３項 人事課
第１項
第２項
第１項
第２項
第３項
第４項
第５項
第１項
第２項
第３項
第４項 地域福祉課 生涯学習課
第５項
第１項
第２項 企画政策課

日進市自治基本条例
検証関係課一覧

前文

第５章
参加と協働

（市職員の役割と責務） 第１４条

条文

第１条
第２条

第１６条

第１７条（連携）

（定義） 第３条 企画政策課

第８条
第７条

人事課

第１５条

第４章

役割と責務

（権利の尊重） 第１０条

企画政策課

子育て支援課

関係課

第１３条

第１章
総則

第２章
自治の基本原則

第１２条（市議会の役割と責務）
議会

（議事課）

第９条

（自治の基本原則）

第１１条

第４条

第５条
第６条

令和２年１０月２日（金）
令和２年度第１回日進市自治推進委員会 資料３
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章 項目 条文 関係課
（柔軟な組織の形成） 企画政策課

秘書広報課 企画政策課
（計画的な市政運営） 企画政策課

第１項
第２項
第１項
第２項
第１項
第２項
第１項
第２項
第３項
第１項
第２項
第１項
第２項
第３項
第４項
第１項
第２項
第３項
第１項
第２項
第３項

（委任） 企画政策課

第８章
条例の遵守等

第２９条

第２６条

第６章
市政の組織
及び運営

第７章

第１９条
第２０条

企画政策課

企画政策課

企画政策課

企画政策課

（条例の遵守） 第２７条

（条例の見直し） 第２８条

（行政評価） 第２５条

第１８条

総務課（開かれた市政運営） 第２１条

  （個人情報の
       適切な取扱い）

第２２条 総務課

（財政） 第２４条

（適切な行政手続） 第２３条 総務課

財政課
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日進市自治基本条例検証シート 

第１８条（柔軟な組織の形成） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文

第１８条  

市の執行機関は、市民にわかりやすく、効率的で機能的で

あるとともに、横断的で柔軟に対応できる組織体制をつくら

なければなりません。 

解説

 地方分権時代に対応した組織とするため、行政課題に効率的

かつ機能的に対応できる組織体制を整えることを規定してい

ます。 
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企画政策課

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期 内 容

随時 ・プロジェクトチームの設置

平成１９年度 ・日進市事務分掌規則改正（平成２０年度施行）

平成２０年度 ・日進市部設置条例及び日進市事務分掌規則改正

 ※機構改革を含む改正（平成２１年度施行）

平成２３年度 ・日進市事務分掌規則改正（平成２４年度施行）

平成２４年度 ・日進市事務分掌規則改正

 ※機構改革を含む改正（平成２５年度施行）

平成２５年度 ・日進市事務分掌規則改正（平成２６年度施行）

平成２６年度 ・日進市部設置条例及び日進市事務分掌規則改正

 ※機構改革を含む改正（平成２７年度施行）

・主管課の設置（平成２７年度施行）

平成２７年度 ・日進市事務分掌規則改正（平成２８年度施行）

平成２８年度 ・日進市事務分掌規則改正（平成２９年度施行）

平成２９年度 ・日進市事務分掌規則改正

 ※機構改革を含む改正（平成３０年度施行）

平成３０年度 ・日進市事務分掌規則改正（平成３１年度施行）

３ 現状と問題点（〇：現状 ●：問題点）

○日進市部設置条例及び日進市事務分掌規則を改正することで、制度改正

や情勢の変化に対応した組織体制を整備しています。

○組織体制については、広報紙等で公表し、市民生活に混乱が生じないよ

う努めています。

○平成２７年度から主管課を設置し、部内全般に関する調整等の機能を持

たせています。

○複数の部署をまたぐ事業について、関係部署で構成するプロジェクトチ

ームを設置し、横断的で柔軟な対応を行っています。

 （設置例 総合計画推進、内部統制、ESD 推進等）
●プロジェクトチームの設置については、設置基準や進行管理方法につい

て、統一的なルールを整備する必要があります。
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４ 今後の方向性 

○引き続き、制度改正や情勢の変化に対応した組織体制を整備していきま

す。

○プロジェクトチームの設置等、組織横断的な対応方法について、手法を

検討していきます。
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日進市自治基本条例検証シート 

第１９条（市民本位の市政運営） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文

第１９条

 市の執行機関は、広報及び広聴の機能を一体的に発揮するこ

とにより、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政の運営

を行わなければなりません。

解説

市の広報紙やホームページなどによる広報機能と、市長への

提案箱や行政モニター制度などによる広聴機能を相互に連携、

充実させながら、市民の視点で考え、市民の気持ちをくみとっ

た市政の運営を行うことを規定しています。 
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企画政策課

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期 内 容

平成２０年度 ・市民意識調査

平成２１年度 ・まちづくりアンケート

 ※第５次総合計画策定に当たり、実施したもの。

平成２３年度 ・市民意識調査

平成２６年度 ・市民意識調査

平成２８年度 ・市民意識調査

平成３０年度 ・市民意識調査

３ 現状と問題点（〇：現状 ●：問題点）

○総合計画の成果指標を確認し、併せて市民の意向を把握するため、市民

意識調査を定期的に実施しています。

○平成２８年度から、調査頻度を２年度ごととし、より頻繁に調査を行っ

ています。

○調査結果は、報告書として公開し、全庁でも共有しています。

○毎年度の実施計画を策定するに当たって、市民意識調査等の結果を踏ま

え、市民ニーズに的確に対応するための事業であるか検討するよう、留

意しています。

●調査項目、調査手法について、より適切な内容を検討していく必要があ

ります。

●市民意識調査結果等の結果について、データ利活用を検討していく必要

があります。

４ 今後の方向性 

○市民意識調査については、時代にあった内容を検討しながら実施してい

きます。

○市民意識調査結果のデータ利活用については、手法を検討していきます。

情報広報課

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期 内 容

平成２０年度～

【毎年度実施】

・地域座談会の実施

平成２８年度～

【毎年度実施】

・広報市民スタッフ会議を毎月開催し、意見を伺う
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平成２９年度～

【毎年度実施】

・市長などと語る会を地縁型、テーマ型などの区分けに

し、区長、市民団体等と面談して、提案を受ける形で

実施

３ 現状と問題点（〇：現状 ●：問題点）

○市長への提案箱、市長などと語る会、ホームページからのお問い合わせ、

広報市民スタッフからの意見等で聞き取った提案、意見は、市政運営の

参考とするよう、事業担当課へ情報提供しています。

 （市長への提案箱件数）

H19：299 件、H20：358 件、H21：417 件、H22：378 件、
H23：383 件、H24：292 件、H25：229 件、H26：182 件、
H27：239 件、H28：215 件、H29：208 件、H30：156 件

４ 今後の方向性 

○市長への提案箱、ホームページからのお問い合わせフォームで寄せられ

る意見や提案を事業担当課へ情報提供するとともに、市政情報を適切に

広報することで、市民本位の市政運営に資する事務改善につなげていき

ます。
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日進市自治基本条例検証シート 

第２０条（計画的な市政運営） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文

第２０条

 市の執行機関は、この条例に定める基本理念にのっとって総

合計画を定め、総合的かつ計画的な市政の運営を行わなければ

なりません。

解説

地方自治法の一部を改正する法律（平成２３年８月１日施

行）により、市議会の議決を経て総合計画の基本構想を策定す

る義務はなくなりました。しかし、総合計画は市のまちづくり

の最上位の計画で、長期展望に立った総合的、計画的な行政経

営の指針であるため、本条例ではその策定義務を規定していま

す。 

また、市議会で「日進市議会の議決すべき事件を定める条例

（平成２８年４月１日施行）」が制定され、総合計画の基本構

想部分の策定、変更又は廃止に関して市議会の議決を必要とし

ています。 

なお、個別の計画等は、総合計画に基づいて策定します。 

※総合計画とは 

目指すべき将来像を定める基本構想、これを実現するための

施策や事業を定める基本計画、事業の年度ごとの進め方を明ら

かにする実施計画により構成されます。 
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企画政策課

２ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

【第１３条第２項再掲】 

時 期 内 容

平成１９年度 ・日進市自治基本条例による総合計画の策定義務付け

平成２３年度 ・地方自治法改正による市町村の総合計画策定義務の廃

止

平成２３年度～ ・第５次日進市総合計画期間開始

・総合計画推進体制の確立・実施

 （総合計画推進本部、総合計画推進部会）

・実施計画の策定【毎年度実施】

・市民意識調査の実施

（Ｈ２３年度、Ｈ２６年度、Ｈ２８年度、Ｈ３０年度）

平成２７年度 ・日進市議会の議決すべき事件を定める条例に日進市総

合計画の基本構想部分を議決すべき事件として規定

平成３０年度～ ・第６次日進市総合計画策定開始

３ 現状と問題点【一部第１３条第２項再掲】（〇：現状 ●：問題点）

○確立した総合計画推進体制に基づき、毎年度、推進を行っています。

○実施計画を毎年度策定する中で、個別計画の策定や各事業の実施内容に

ついてヒアリングを行い、市政運営が総合計画に沿ったものとなるよう

努めています。

●達成することが非常に困難な目標値の設定があることから、指標の達成

率が低くなっています。

大施策の成果指標 達成率１９．２％（中間値基準５．８％）

中施策の成果指標 達成率２５．４％（中間値基準１５．９％）

●時代の経過により、内容や指標の見直しが必要となっています。

４ 今後の方向性【一部第１３条第２項再掲】 

○引き続き、第５次日進市総合計画に沿った市政運営を行っていきます。

○第６次日進市総合を計画策定するにあたり、市民参加を行いながら、時

代に即したより効果的な総合計画となるよう、検討を行っていきます。

○併せて、第６次日進市総合計画の推進についても、手法の検討を行って

いきます。
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